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計画の背景 

地球温暖化は、二酸化炭素など温室効果ガス
資料１＊１

の大気中濃度が増加し、これにとも

ない地表面から放射する熱の一部が温室効果ガスに吸収されることにより地上の温度が上昇

する現象で、地球全体の気候が乱れてしまうものです。 

2021（令和3）年8月に報道発表された気候変動に関する政府間パネル（IPCC
資料１＊２

）

の第６次評価報告書（AR５）第１作業部会報告書によると、2100年には基準年（1995～2014

年）と比較して気温が 0.15℃～4.85℃上昇し、海面は 28～101cm 上昇すると予測されてい

ます。 

急激な気温の上昇は、自然生態系に大きな影響を与えるとともに、人間生活についても洪

水や高潮、干ばつを引き起こす可能性が指摘されており、日本においても熱中症の増加、農

作物の生育障害、海面上昇による低地の侵食等、さまざまな気候変動の影響が予測されてい

ます。 

近年の国際的な取り組みとして、2015（平成27）年にフランスのパリで開催された国際会

議（COP21
資料１＊３

）において主要排出国を含むすべての国が削減目標を掲げることを決定

しました。その後、2018（平成 30）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」によると、世

界全体の平均気温の上昇を、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2 排出量を 2050 年頃に正味

ゼロとすることが必要とされています。この報告書を受け、世界各国で、2050年までのカー

ボンニュートラルを目標として掲げる動きが広がりました。その中で日本は、2050年カーボ

ンニュートラル、脱炭素社会の実現を2020（令和2）年10月に宣言し、翌年4月には、2030

年度の温室効果ガスの削減目標を 2013（平成 25）年度比 46％削減することとし、さらに、

50％の高みに向けて、挑戦を続けていく旨を公表しました。 

我が国では、「地球温暖化対策の推進に関する法律」により、政府は地球温暖化対策の総

合的かつ計画的な推進を図るため、「地球温暖化対策計画」を策定することとし、また、地

方公共団体は「地球温暖化対策計画」に即して、自らの事務・事業に関し温室効果ガスの排

出量の削減等のための措置に関する計画である地球温暖化対策実行計画を策定することとな

っています。 

本市においても、本庄市環境宣言による「地球環境にやさしいまち」をつくることや本庄

市ゼロカーボンシティ宣言による「ゼロカーボンシティ」を実現することを目指す中で、

「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」（以下「本計画」といいます。）をここに策定し、

市の事務・事業による温室効果ガス排出量の削減に率先して取り組みます。 
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Ⅰ．計画の基本的事項  

 
1. 計画の目的 

 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第 21 条に基づき、市の事務・事業におけ

る温室効果ガスの排出の抑制を行うことにより、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としま

す。 

 

2. 計画の期間 

 

2021（令和 3）年 10 月 22 日閣議決定の地球温暖化対策計画が、2030 年度の中期目標を定める

中で、本市の当該計画期間は 2023（令和 5）年度～2027（令和 9）年度までの５年間とし、計画

期間終了後改定しながら 2030 年度を目指します。なお、技術の進歩や社会情勢の変化等により、

必要に応じて適宜見直します。 

 

3. 基準年度 

 

 地球温暖化対策計画と整合を図り、基準年度は 2013（平成 25）年度とします。 

 

4. 対象物質 

本計画の対象とする温室効果ガスは、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第２条第３項

に示された下記の表に示す分類とします。ただし、パーフルオロカーボン（PFC）、六フッ化硫黄

（SF6）、三フッ化窒素（NF3）は、市の事務・事業の中で排出につながる使用量（活動量）がない、

あるいは排出量が微量により把握が困難なため対象物質から除外します。 

温 室 効 果 ガ ス 記 号 排 出 源 等 

二酸化炭素 CO2 電気、ガス等の使用のほか、化石燃料の燃焼に伴い

排出されます。 

メタン CH4 稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立てなどから

発生します。 

一酸化二窒素 N2O 燃料の燃焼、農業部門などから発生します。 

ハイドロフルオロカーボン HFC 代替フロンの一種で、エアゾール製品の噴射剤、カ

ーエアコンや冷蔵庫の冷媒の使用時などに排出され

ます。 

パーフルオロカーボン PFC 代替フロンの一種で、半導体や電子部品の不活性液

体として使用される時などに排出します。 

六フッ化硫黄 SF6 代替フロンの一種で、電気絶縁ガスや半導体の製造

用として使用される時などに排出されます。 

三フッ化窒素 NF3 代替フロンの一種で、半導体・液晶製造装置用クリ

ーニング剤、ドライエッチング剤として使用される

時に排出されます。 
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5. 対象とする事務・事業の範囲 

 
 本計画の対象は、市が行うすべての事務・事業とします。指定管理者制度に移行した施設は、

本計画の取り組み内容に協力を求めるとともに、温室効果ガス排出量の把握に必要な燃料消費量

等の報告を求めます。 

 ※本庄早稲田の杜ミュージアムについては、早稲田リサーチパーク・コミュニケーションセン

ターの一部分であり、燃料消費量等の把握が困難であるため、本計画の温室効果ガス排出量には

含まれていません。 

所 管 部 署 施 設 
企画財政部 財政課 市役所 

市民生活部 
市民活動推進課 市民活動交流センター、旧本庄商業銀行煉瓦倉庫 
危機管理課 消防団消防器具置場、防災行政無線 
支所総務課 児玉総合支所、児玉総合支所第二庁舎 

福祉部 
地域福祉課 老人福祉センターつきみ荘 
障害福祉課 障害福祉センター 

保健部 

健康推進課 保健センター、発達教育支援センター 

子育て支援課 前原児童センター、日の出児童センター、児玉児童セン
ター、寿学童保育室 

保育課 いずみ保育所、久美塚保育所 

経済環境部 

環境推進課 追尾式太陽光発電システム 
農政課 あさひ多目的研修センター 

支所環境産業課 間瀬ダム管理塔、観光農業センター、ふるさとの森公園
バーベキュー広場、ふれあいの里いずみ亭 

都市整備部 都市計画課 
本庄駅南口自転車駐車場、児玉駅自転車駐車場、本庄早
稲田駅自転車等駐車場、本庄駅自由通路、本庄早稲田駅
自由通路、公園、駅北口前公衆便所、児玉駅前公衆便
所、インフォメーションセンター 

上下水道部 
水道課 上水道施設 
下水道課 公共下水道施設、農業集落排水施設 

教育委員会事務局 

学校教育課 旧勤労会館 
教育総務課 小中学校 

生涯学習課 
本庄公民館、本庄東公民館、本庄西公民館、本庄南公民
館、藤田公民館、仁手公民館、旭公民館、北泉公民館、
共和公民館、児玉公民館、児玉文化会館、市民文化会館 

文化財保護課 

本庄早稲田の杜ミュージアム、旧本庄警察署、旧本庄警
察署前収蔵庫、旭民具等収蔵庫、塙保己一記念館、雉岡
城跡公園、雉岡城跡公園トイレ、競進社模範蚕室、蛭川
文化財収蔵庫、下浅見文化財収蔵庫、児玉文化財整理
室、児玉文化財収蔵庫 

スポーツ推進課 

本庄総合公園体育館、市民球場、児玉総合公園体育館、
若泉運動公園第１グラウンド、若泉運動公園武道館、若
泉運動公園弓道場、若泉運動公園第１テニスコート、共
栄公園テニスコート、児玉総合公園グラウンド、児玉サ
ッカー場、児玉工業団地遊水池内グラウンド、若泉運動
公園多目的グラウンド、東部スポーツグラウンド 

図書館 図書館、図書館児玉分館 
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Ⅱ．計画の目標  

 
1. 温室効果ガス排出量の算出方法 

 
 温室効果ガスの排出量算出にあたっては、電気、灯油、重油、LPG、都市ガス等の使用量や自

動車走行量等の活動量に排出係数を乗じて活動の種類ごとに排出量を求め、これらの活動の種類

ごとの排出量に地球温暖化係数を乗じて、二酸化炭素に換算した排出量を算出します。 

 

 
 

（注）地球温暖化係数とは、様々な種類の温室効果ガスが大気中で分解されるまでの期間等を考

慮して、それぞれの 100 年間における温室効果について二酸化炭素を１とした相対的な値

であり、政令で定められています。 

 

 

2. 活動の種類と温室効果ガス 

 
活動の種類・温室効果ガスごとに算出した二酸化炭素換算の温室効果ガス排出量を合計し、温

室効果ガス総排出量とします。 

 

排 出 す る 温 室 効 果 ガ ス 

二酸化炭素 メ タ ン 一酸化二窒素 
ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛ 

ｶｰﾎﾞﾝ 

排
出
源 

施設 ○    

自動車 ○ ○ ○ ○ 
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3. 温室効果ガスの排出状況 

 
（1） 基準年度の分野別温室効果ガス排出量 

 
  電気の使用に伴う二酸化炭素の排出が、全体の 87．2％と最も多く、以下都市ガス（6．4％）、

灯油（2．7％）、ガソリン車両（2．0％）、ＬＰＧ（1．1％）、Ａ重油（0．5％）、軽油車両（0．

1％）と続きます。 

排出源 活動量 排出量 

（kg-CO2） 

電気 11,652,277 

kWh 

6,053,737 

灯油 74,921 L 186,553 

Ａ重油 11,512 L 31,271 

ＬＰＧ 26,429 ㎏ 79,286 

都市ガス 199,555 ㎥ 445,008 

ガソリン車両 56,711 L 138,877 

軽油車両 2,042 L 5,436 

合 計 6,940,167 

※端数処理のため、合計が一致しないことがあります。 

 
（2） 基準年度の所属別温室効果ガス排出量 

 
 所属別の排出量では、上下水道部が全体の 44．4％と最も多く、以下教育委員会（35．5％）、

企画財政部（8．2％）、都市整備部（3．3％）、保健部（2．3％）などが続きます。 

  排出量 

（kg-CO2） 

市の事務事業 6,940,167 

 企画財政部 566,617 

市民生活部 147,118 

福祉部 60,492 

保健部 157,799 

経済環境部 86,034 

都市整備部 229,668 

上下水道部 3,082,465 

教育委員会 2,465,661 

その他 144,313 
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（3） 温室効果ガス排出量の推移 

 
 市の事務・事業による温室効果ガス排出量の推移は以下のとおりです。 

 2011（平成23）年の東日本大震災以降、火力発電に依存した電源構成に変化し、電気の二酸化

炭素排出係数が悪化したことに加えて、市民活動交流センターや本庄東中学校が新設・建替工事

を経て供用開始となったこと、また本庄総合公園体育館など一部の施設で排出量が増加していた

こともあり、2018（平成30）年度までは年度ごとの増減はあるものの全体的に温室効果ガス排出

量は増加傾向にありました。 

 2019（令和元）年度以降は、各施設における計画的な設備更新の実施等により、電気を始めと

するエネルギー使用量の削減に伴い、温室効果ガス排出量は減少しています。 

 ※参考として、温室効果ガス排出量のうち電気を排出源とするものの推移も示しています。 

 

 

 

  ・・・温室効果ガス排出量のうち、電気を排出源とするものの推移 

  

電　気 kWh 11,652,277 11,304,610 11,645,091 11,915,650 11,984,928 12,419,747 12,231,808 11,726,652 10,852,602

灯　油 L 74,921 72,733 64,223 64,057 66,684 66,085 93,034 54,936 60,114

A重油 L 11,512 796 1,084 1,581 779 632 681 1,439 912

LPG kg 26,429 26,019 23,638 22,154 17,636 21,357 21,491 19,035 10,681

都市ガス ㎥ 199,555 174,693 208,661 232,847 261,047 286,622 270,281 318,353 263,902

ガソリン車両 L 56,711 52,219 54,458 56,468 54,803 48,232 46,005 38,095 25,346

軽油車両 L 2,042 2,104 1,778 1,655 1,805 2,018 1,598 1,071 329

温室効果ガス
排出量

kg-CO2 6,940,167 5,719,317 5,729,782 6,546,590 6,743,921 7,039,528 6,950,693 6,382,460 5,692,246

【参考(排出源:電気)】
温室効果ガス排出量

kg-CO2 6,053,737 4,934,340 4,891,366 5,654,542 5,801,080 6,045,739 5,931,941 5,377,194 4,854,824

排出源
2013

(H25)年度
2014

(H26)年度
2015

(H27)年度
2016

(H28)年度
2017

(H29)年度
2018

(H30)年度
2019

(R1)年度
2020

(R2)年度
2021

(R3)年度
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4. 目標設定の考え方 

 

温室効果ガス削減目標について、地球温暖化対策計画における中期目標は、「2030 年度におい

て、2013（平成 25）年度比 46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け、挑戦を続

けていく。」としています。（図１） 

また、温室効果ガス別に設定された目標をみると、国内の温室効果ガス排出量の約９割を占め

るエネルギー起源二酸化炭素については、2030 年度において、2013（平成 25）年度比 45％   

の削減率としています。エネルギー起源二酸化炭素は、統計上、５つの部門別排出量に区分され

ており、地方公共団体が属する「業務その他部門」では、2030年度の排出量の目安として、2013

（平成 25）年度比約 51％減の値を設定しています。（図２） 

本市の削減目標については、「業務その他部門」と同水準の数値とし、2030 年度を見越した上

で当該計画期間の目標設定を行います。 

 

 

■地球温暖化対策計画における排出抑制・吸収の量に関する目標   （図１） 
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■エネルギー起源二酸化炭素の各部門の排出量の目安       （図２） 

 [単位：百万ｔ-ＣＯ２] 

 
2013 年度 

実績 

2019 年度 

実績 

2030 年度の 

各部門の 

排出量の目安 

エネルギー起源ＣＯ２ 1,235 1029 677 

 

 

産業部門 463 384 289 

業務その他部門 238 193 116 

家庭部門 208 159 70 

運輸部門 224 206 146 

エネルギー転換部門 106 89.3 56 

（地球温暖化対策計画から抜粋） 
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5. 削減目標 

 

◎地球温暖化対策計画の目標 

・2030 年度において、2013（平成 25）年度比 46％減の水準 

・排出量の約９割を占めるエネルギー起源二酸化炭素のうち、地方公共団体が属する「業務その

他部門」では、2030 年度の排出量の目安として、2013（平成 25）年度比約 51％減の値 

 

〇本市計画の目標 

 「４．目標設定の考え方」に基づき、温室効果ガス総排出量の削減目標を次のように定めます。 

削 減 目 標 

 

 

 当該計画期間では、2027（令和 9）年度において 2013（平成 25）年度比 42％の削減を目標と

します。また、地球温暖化対策計画の中期目標を踏まえ、2030 年度において 2013（平成 25）年

度比 51％削減することを目指します。 

 

総排出量の 
削減目標 

（kg-CO2／年） 

基準年度 
2013(平成 25)年度 

目標年度 
2027(令和 9)年度 

削減目標 

6,940,167 4,025,297 
42％の 

削減を図る 



9 
 

Ⅲ．計画の取り組み内容  
 

これまで、本市では環境マネジメントシステムの運用による環境配慮活動を推進してきました。 

しかしながら、本市計画の目標達成にはより一層の削減の取り組みが必要です。 

そのため、これまでの取り組みを参考に、市の事務・事業において以下の取り組みを実践し、

更なる温室効果ガスの排出の抑制に努めます。 

 

1. 省エネルギーの推進 

 
 OA機器や電気製品は、製造から廃棄までのライフサイクルの各段階で二酸化炭素等の温室効果

ガスを排出しており、特に使用段階における排出量は多くなっていると言われています。そのた

め、エネルギー効率の高い機器を導入するとともに、事務事業のあらゆる場面で機器の使用に配

慮が必要になります。また、自動車や冷暖房等の燃料の使用による二酸化炭素の排出量削減も地

球温暖化対策の重要な柱となります。 

 

電気使用量削減への取り組み 

○ 室内の照明は、勤務時間中であっても、事務に支障のない範囲でその一部を消灯する 

○ 休憩時間中は、窓口業務を除くほかは、全部消灯する 

○ 廊下等の照明は、最低照度が確保できる範囲で消灯する 

○ トイレ、湯沸室の照明は、必要以外消灯する 

○ 会議時間を厳守し、開始前及び終了後は消灯する 

○ 蛍光灯及び反射板の清掃を適宜行う 

○ 勤務終了後の早期退庁を奨励する 

○ OA機器等の電源はこまめに切る 

○ 節電機能のある機器を使用する際には、省エネ設定を行う 

○ 夏季は緑のカーテン等を設置し、エネルギー消費の節約に努める 

 

 

 

 待機電力を全て削減すると年間で 117 ㎏-CO2の削減 

 蛍光ランプ１灯の点灯時間を１日１時間短縮した場合、年間で 1.8 ㎏-CO2の削減 

 冷蔵庫の中に物を詰め込んだ場合と半分の場合、年間での比較では 18.1 ㎏-CO2の削減 

 テレビの輝度を「最大→中央」に調整した場合、年間で 62.7 ㎏-CO2の削減 

資料 環境省 COOL CHOICE 「家庭でできる節電アクション」 

 

電気にかかわる取り組み効果の例 
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施設燃料使用量削減への取り組み 

○ 冷房期間は、体調を崩さない範囲で７月中旬から９月上旬までとする 

○ 冷房運転時の室内の温度は28℃程度とする 

○ 暖房期間は、体調を崩さない範囲で12月初旬から３月中旬までとする 

○ 暖房運転時の室内の温度は20℃程度とする 

 

 

 

 エアコンのフィルターを月に１回か２回清掃すると年間で 11.2 ㎏-CO2の削減 

 シャワーを 1 日 1 分減らすと約 29.1 ㎏-CO2の削減 

資料 （一財）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」 

 

 

 

エネルギー消費効率の高い機器及び設備の導入 

○ OA機器（コピー機、パソコン等）は省エネ・節電タイプの製品を導入する 

○ 設備の導入にあたって、適正規模（能力）で省エネタイプの機器を選択し、省エネを

推進する 

○ エリアに配慮したスイッチ回路を検討する 

○ LED照明、人感センサー資料１＊４、自動照度調節資料１＊５、インバータ制御機器資料１＊６等

の省エネ型照明機器の導入を推進する 

 

 

 

 

 

 

燃料にかかわる取り組み効果の例 
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車両による燃料使用量削減への取り組み 

○ 公用車は、できるだけ自粛し、近距離については、自転車、徒歩による 

○ 遠距離の出張は、公共交通機関を利用する 

○ 空ぶかし、急発進、急加速及び急減速を行わない 

○ 公用車として電動車資料１＊７を導入することに努める 

○ 庁内における公用車のノーカーデーを実施する 

○ 空気圧の点検実施を行う 

○ 無駄な荷物をのせて走らない 

○ アイドリングストップの実施 

○ 電気自動車の普及促進を目的として、公共施設等には急速充電器の導入を検討する 

 

 

 

 ふんわりアクセルで発進時に５秒間で 20km/ｈ程度の加速 年間 194.0 ㎏-CO2の削減 

 加減速の少ない運転で 年間で 68.0 ㎏-CO2の削減 

 早めのアクセルオフで年間 42.0 ㎏-CO2の削減 

 ５秒間のアイドリングストップで年間 40.2 ㎏-CO2の削減 

＊年間削減量は 2000cc 普通乗用車／年間 10,000km とし、燃費 11.6km/ﾘｯﾄﾙで計算 

資料 （一財）省エネルギーセンター「家庭の省エネ大辞典」 

 

 

2. 省資源・リサイクル活動の推進 

 

省資源・リサイクルへの取り組みは、温室効果ガスの発生を間接的に抑制するとともに、生産

と消費の形を循環型なものに変えることによって環境への負担を減らし、環境問題を解決するた

めに重要です。市では「本庄市グリーン購入手順」を策定し、環境負荷ができるだけ小さい製

品やサービスを優先して購入するように努めています。 

 

           

自動車にかかわる取り組み効果の例 
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ごみ排出量削減への取り組み 

○ ごみ排出量の測定を行う 

○ ごみの分別を行い、回収の徹底とリサイクルを推進する 

○ プリンターに使用するトナーカートリッジは、リサイクルを原則とする 

○ パソコン、冷蔵庫等の廃棄物は処理業者に依頼して適正に処理する 

○ 封筒の再利用を行う 

○ ファイルやフォルダーの再利用を行う 

 

紙の使用量削減への取り組み 

○ OA用紙使用量実態調査の実施及び対策を検討する 

○ 印刷物の作成部数は、必要最小限とする 

○ 印刷は、出来るだけ両面印刷とする 

○ 不要になった片面コピー用紙を事務所内文書等に活用する 

○ ペーパレス化に向けて、事務所内の電子情報化を推進する 

○ 文書作成途中で確認のための印刷は極力控える 

 

 

 

3. 施設の設計、施工における配慮 

 

再生可能エネルギーシステムの導入の推進 

○ 新たな公共施設に加え、公共施設維持保全計画に基づく更新予定の施設には再生可能

エネルギーシステムの導入を推進する 

○ 空調・給湯の熱源として、太陽光エネルギーの利用を推進する 

○ 自然光に配慮した照明器具の配置を行う 

○ 自然光を取り入れる工夫をする 

○ 断熱性の向上のため、複層ガラス、熱反射ガラス資料１＊８等の採用を推進する 
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緑化の取り組み 

○ 施設において適切な植栽を行い緑化に努める 

○ 施設の植栽については、緑を良好に保つため適正な育成管理に努める 

 

緑の役割として、二酸化炭素の吸収源であることや、市街地における地表面温度の低減効果が

あることが挙げられます。施設の緑化を進めることで、大気中の二酸化炭素量の減少やヒートア

イランド現象の緩和が期待されます。 

 

4. 水の有効利用 

 

水の有効利用は、上水道を利用するために必要な浄水場におけるエネルギー使用量や、廃水

を処理するために必要となる下水処理施設等におけるエネルギー使用量の削減につながります。

さらに透水性舗装資料１＊９や浸透桝資料１＊10 などの設置による雨水の地下浸透は、地下水を涵養し、

二酸化炭素吸収源である緑を豊かにするという間接的な効果も期待されます。 

 

水の使用における配慮 

○ 日常的に節水を行う 

○ トイレ用水の水量調節を行う 

○ 水道水圧の調節を行う 

○ 洗面所での弁の調整を行う 

○ 水漏れ点検を徹底する 

 

施設設計・管理における水利用の合理化 

○ 雨水の利用を検討する 

○ 雨水の地下浸透（透水性舗装・浸透桝等）を検討する 

○ 水道水圧の調節を行う 

○ 感知式自動洗浄装置（トイレ）、節水コマ（蛇口）など、節水型製品を導入する 

 

浄水場等における取り組み 

○ 適正な水圧管理と効率的な水運用を行い、ポンプ運転時等に使われる電力を節減する 
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5. 工事の設計、発注における配慮 

 

建築物の建設にあたって使用する建築材料に、再生された素材や再生可能な素材を使用する

ことは、廃棄物処理にともなう環境負荷の低減や新規に製造する場合に比べエネルギー使用量が

削減され、温室効果ガスの排出抑制につながります。 

 

工事設計・発注における配慮 

○ 2000（平成12）年11月から施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」（建設リサイクル法）により、廃棄物の再資源化をより一層進めるとともに、再生 

資材の利用、建設廃棄物のリサイクルを促進します。 

○ 本庄市建設工事実務要覧に基づき、建設副産物の発生を抑制し、再生資源の利用を 

促進します。 

 建設副産物発生の抑制  

工事計画段階から建設副産物を発生させない計画により場外への搬出量を極力抑 

制する 

・ 発生抑制を考慮した工法・資材を採用する 

・ 建設副産物の処理方法に応じた分別を徹底する 

・ 破砕、脱水及び乾燥による減容・減量化を行う 

 建設副産物再利用の徹底  

場内利用に努めるとともに、搬出せざるを得ないものについては、リサイクル 

を徹底する。 

・ 現場内利用及び他工事での活用を図る 

・ 再生資源化施設等の活用によりリサイクルの促進を図る 

・ 再生資材を積極的に利用する 

○ 工事に使用する車両台数、運搬ルートなどを事前に検討する 
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Ⅳ．計画の推進と点検・評価  
 

1. 推進・点検体制 

本市における地球温暖化対策実行計画の運用は、本庄市環境マネジメントシステムの目標の 1

つとして位置付けられています。したがって、推進・点検体制は以下の環境マネジメントシス

テム内で管理されます。 

 

■ 本庄市環境マネジメントシステム実施体制 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

推進本部（副市長・教育長・部局長・支所長） 

 

推進活動の統括 

 

 

審査チーム 

（外部審査員と

内部審査員） 

 

 
事務局 

（環境推進課） 

 

 

実行組織（実行責任者・環境推進員・職員、児童・生徒） 

 

具体的な取り組みを実施 

指示 

指示 

報告 

報告 

審査 

 

市 長 

 

方針の決定、システムの見直し、審査員の任免 

 

報告 
指示 

審査 

指示 報告 
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2. 推進体制における役割・責任 

 

組織名（役職） 主 な 役 割 ・ 責 任 

市長 基本方針の策定、システムの見直し 

推
進
本
部 

本部長（副市長） 推進活動を統括 

副本部長 

（教育長・経済環境部長） 

 本部長を補佐 

 本部長に事故ある時、職務を代理 

本部員 

（各部長、局長・支所長） 
 主管する部・局の推進活動を統括 

実
行
組
織 

実行責任者 

（課長、校長、施設管理者等） 

主管する課・学校・施設の 

推進活動を統括 

環境推進員 
 環境記録の管理 

 実行責任者を補佐 

審査チーム  実行組織への審査を実施 

事務局 
 環境マネジメントシステムに関する 

庶務担当 
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3. 職員研修、児童・生徒への教育 
 
（1） 省エネルギーの推進 

 

○ 事務局は、環境保全活動、環境保全に関する研修会等への職員の積極的な参加が図ら

れるよう情報の提供等に努めます。 

○ 事務局は、職員に対する研修会を開催するなど、意識の高揚や実行計画の周知徹底を

図ります。 

 

（2） 職員の積極的な参加、提案の活用 

 

○ 実行責任者は、職員が環境保全のための活動へ積極的に参加できるような職場の環境

づくりに努めます。 

○ 実行責任者は、市の事務・事業に関する環境保全対策を積極的に推進するため、これ

までに掲げた取り組み以外の効果的な職員からの提案を、文書等で推進本部へ報告し、

提案が積極的に活用されるよう配慮します。 

 

（3） 環境教育の推進 

 

○ 実行責任者は、「環境問題に気づき、環境を守ろうとする心と態度を育成する」こと

を目的に、職員全員で環境教育を推進するよう努めます。 

○ 実行責任者は、学校における教育運営において、環境配慮活動を実施することにより

児童・生徒の環境への意識の向上を図ります。 

 

4. 点検・評価・公表 
 
（1） 運用の点検 

 

○ 実行責任者は、温室効果ガス排出量等を毎月点検し、四半期毎に推進本部へ報告しま

す。 

○ 推進本部は、点検結果を確認します。 

 

（2） 点検結果の評価 

 

○ 実行責任者は、点検の結果を踏まえ、年度の実施報告を推進本部へ提出します。 

○ 推進本部は、点検の結果と実施報告を市長へ報告します。 

○ 市長は、点検の結果と実施報告を踏まえ、必要な場合は推進本部へ是正措置を指示し

ます。 

○ 是正措置を指示された推進本部は、実行責任者に是正措置を指示するとともに改善す

べき事項について協議、助言します。 

 

（3） 点検結果の評価 
 

○ 推進本部は、温室効果ガス排出量を示す基準値、現状値、目標値を含む、計画の内容

及び取り組み状況について、広報紙やホームページ等を活用して広く公表します。 
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5. 計画の見直し手順 
 

市長は、毎年度、温室効果ガス排出量を示す現状値を受け、次にあげる見直し項目を考慮しま

す。 

 

（1） 計画の基本的事項 

 

次にあげる事項を踏まえ、地球温暖化対策の対象範囲等、計画の基本的な事項に変更が必

要か審議します。 

○ 新しい設備の導入や大きな組織変更による計画への影響 

○ 政府計画の変更 

○ 法律の改正等 

 
（2） 計画の目標 

 

次にあげる点を考慮して、目標の妥当性について審議します。 

○ 新たな取り組みの検討 

○ 目標の達成度と取り組みの実施効果 

○ 対象施設の変動 

○ 総排出量の評価・算定方法の変更等による目標変更の必要性 

 
（3） 計画の推進体制 

 

取り組みを実施する推進体制上の問題点について、次にあげる事項等の情報を基に審議し

ます。 

○ 運用の実態と体制の整合性 

○ 大幅な組織の変更 

 

市長は、見直しを行い、計画の変更を環境マネジメントシステムマニュアルに反映させ

ます。 
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資 料 編 
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用語説明 

 
＊１ 温室効果ガス 

 地球の表面温度は、太陽から流れ込む日射エネルギーと、地球自体が宇宙に向けて放

出する熱のバランスによって決まります。日射によって加熱された地表面は赤外線の熱を

放出しますが、大気中には赤外線を吸収する性質を有する「温室効果ガス」と呼ばれるガ

スがあり、地表面からの熱をいったん吸収し、この熱の一部を地表面に放射するため、地

表面はより高い温度となります。この効果を「温室効果」と呼んでいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 適度な温室効果            ※ 温室効果ガスが濃い場合 

 

＊２ IPCC 

Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）の

略。気候変動に関する最新の科学的知見をとりまとめて評価し、各国政府にアドバイスと

カウンセルを提供することを目的とした政府間機構です。 

 

＊３ COP21 

    2015 年 11 月～12 月にフランス・パリで開催された COP（ Conference of Parties（気

候変動枠組条約締約国会議）の略）です。COP21 以前のいくつかの合意・決定・声明を経

てここでパリ協定が採択されました。2020 年以降の枠組みとして、史上初めて先進国・

発展途上国の区別なく気候変動対策の行動をとることを義務づけた歴史的な合意として、

公平かつ実効的な気候変動対策のための協定となりました。 

 

＊４ 人感センサー 

 人の有無を感知して、照明の点灯、消灯等を自動的に行うためのセンサーです。無駄な

電力を省き、効果的に節電を行います。 

 

＊５ 自動照度調節 

 昼光センサーで昼光を測定し、測定データをもとに照明器具の点滅を設定パターンに応

じて制御します。点灯、減光（消灯）を自動的に行い、適正照度を確保します。 
 

＊６ インバータ制御機器 

 周波数を制御する装置で、照明器具等では、通常 50～60Hz の交流電流の周波数を高く

することにより、少ない電力で従来の明るさが得られます。 

 

＊７ 電動車 

 窒素酸化物などの大気汚染物質や二酸化炭素の排出量の少ない電気自動車（EV）、ハイ

ブリッド自動車（HV・HEV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHV・PHEV）及び燃

料電池自動車（FCV・FCEV）がこれにあたります。 

 

  温室効果ガス 

太陽からの熱 

地表からの熱 

温室効果ｶﾞｽが地表 
からの熱を吸収し、 
気温の低下を防ぐ 

宇宙への放射  

 

地表 

   温室効果ガス 

太陽からの熱 

宇宙への放射 
温室効果ｶﾞｽの 
保温効果が増大し、 
気温が上昇する 

地表からの熱 

 

 

地表 

資料１ 
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＊８ 熱反射ガラス 

 太陽光線の熱を伝える赤外線を効果的に低減して、室内の温度上昇を軽減し、省エネル

ギーによる二酸化炭素の排出量削減と電気使用量の削減を同時に実現することができま

す。 
 

＊９ 透水性舗装 
 道路や地表の舗装面上に降った雨水を、空隙が多い舗装材の特質を利用して地中に浸透

させる舗装工法です。主に都市部の歩道などに使用される例が多く、地下水の保全・涵養

や、都市型洪水の防止効果があります。また、コンクリート舗装に比べて太陽熱の蓄積を

緩和するためヒートアイランド現象の抑制にも寄与します。 
 
＊10 浸透桝 

 地下水の涵養を図るため、雨水を地下に浸透しやすくするための施設で、底に穴を開け

た枡の底部に砕石を敷き、そこから雨水を浸透させます。 
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温室効果ガスの排出量の把握 

 
１． 温室効果ガス排出量の算出 

1) 活動の区分 

 

 活動量 

 

2) 排出係数 

 

 3）活動の区分ごとの排出量 

 

 4）地球温暖化係数 

 

 温室効果ガス排出量 

 
 

温室効果ガスの総排出量は、次の計算式により算出します。 

（各温室効果ガスの排出量）＝Σ{（活動の区分ごとの排出量）} 

                （活動の区分について和をとります。） 

（温室効果ガスの総排出量）＝Σ{（各温室効果ガスの排出量）×（地球温暖化係数）} 

                （温室効果ガスの種類について和をとります。） 

（上記についての説明） 

 １）活動の区分  

活動の区分については、施行令第３条第１項の各号にそれぞれ定められています。これら

の区分は、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の｢温室効果ガスの排出・吸収目録作成

のためのガイドライン｣（1996）に示されている活動の区分をもとに、我が国の排出実態を

踏まえて定められています。 

 ２）排出係数 

活動量１単位あたりの当該温室効果ガス排出量をさします。排出係数は施行令第３条第１

項の規定に基づき、別に政令で定めることとされており、当該年度の温室効果ガスの排出の

実態に関するデータ等をもとに、当該年度の次年度以降に定めることが予定されています。 
 

 ３）活動の区分ごとの排出量  

たとえば、都市ガスや自動車燃料（ガソリン等）は、その燃焼により、直接二酸化炭素

（CO2）を空気中に放出させ、電気の使用は直接温室効果ガスを排出させるものではありませ

んが、発電段階において化石燃料が使われ、二酸化炭素等が排出されるので、間接的に市の

事務事業の執行が温室効果ガスの排出をもたらしています。 

 このような活動の 1 単位（自動車１km の走行、都市ガス１ｍ３の燃焼等）あたり排出され

る各温室効果ガスの量（kg）がわかっていれば、活動量に、排出係数を乗じて、当該温室効

果ガスの排出量を求めることができます。 
 

資料２ 
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例）自動車の走行に伴うメタンの１年間の排出量  

＝[自動車の１km の走行に伴い排出されるメタンの量（排出係数）] 

×[１年間の自動車の走行距離（単位：㎞）] 

 

 ４）地球温暖化係数  

〔活動量×排出係数〕により、温室効果ガスの種類および活動の種類ごとに温室効果ガス

排出量を計算しますが、それぞれの温室効果ガスごとに、地球温暖化に寄与する度合いが異

なるため、これを合計しただけでは、全体としての温室効果ガス排出量は求められません。 

このため、二酸化炭素（CO2）の温暖化寄与度を１とした場合、同量の他の温室効果ガス

の温暖化寄与度がその何倍かを示す値を地球温暖化係数とし、全体としての温室効果ガス排

出量は、温室効果ガスの種類ごとの排出量にその温室効果ガスの地球温暖化係数を乗じて得

た値（＝各温室効果ガスの二酸化炭素換算排出量）を合計して、二酸化炭素換算温室効果ガ

ス総排出量を算出します。 

地球温暖化係数は、施行令第４条に定められており、今回対象となる温室効果ガスの地球

温暖化係数は下記に示します。 

 

温室効果ガス 地球温暖化係数 
二酸化炭素 １ 
メタン 25 

一酸化二窒素 298 

HFC134a 1430 

 

 

２．温室効果ガス排出量の計算方法 

 

電気の排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条１第１項第１号ロの規

定に基づき毎年告示される電気事業者ごとの基礎排出係数を使用しています。その他の排出

源の排出係数は下記の表のとおりです。 

 

○ その他主な燃料の排出係数（平成２９年度時点）  

燃  料 単位 
排出係数 

(kg-CO2/L,m
3,Nm3,kg) 

ガソリン L 2.32 

灯油 L 2.49 

軽油 L 2.58 

A 重油 L 2.71 

都市ガス ｍ3 2.23 

液化石油ガス（LPG） Kg 3.00 

環境省「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」より 
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電気・燃料・ガス 

 

例） 平成 28 年度電気の使用による温室効果ガス排出量 

 

平成 28 年度における電気の供給者ごとの使用量に電気の供給者ごとの二酸化炭素の排

出係数を乗じて算定します。 

電気の供給者 使用量 

（kWh） 

排出係数 

（kg-CO2/kWh） 

温室効果ガス排出量 

（kg-CO2） 

東京電力エナジーパ

ートナー（株） 

3,574,347 0.500 1,787,174 

 

（株）F-power 4,801,095 0.480 2,304,526 

（株）イーセル 97,458 0.475 46,293 

（株）Looop 416,565 0.604 251,605 

（株）エネット 3,026,185 0.418 1,264,945 

電気の使用による温室効果ガス排出量 合計 5,654,542 

※端数処理のため、合計が一致しないことがあります。 

 

 

 

自動車 

 

例） 平成 28 年度ガソリン自動車の使用による温室効果ガス排出量 

 (kg-CO2) 

二酸化炭素 ガソリン使用量(L) 排出係数(kg-CO2/L) 地球温暖化係数 CO2換算排出量 

 56,467.56 2.32 1 131,004.739 

メタンガス 走行距離（㎞） 排出係数(kg-CH4/㎞) 地球温暖化係数 CO2換算排出量 

普通・小型自動車 85,577 0.000010 25 21.394  

軽自動車 32,090 0.000010 25 8.023   

小型貨物車 9,046 0.000015 25 3.392  

軽貨物車 450,444 0.000011 25 123.87   

特殊用途車 1,059 0.000035 25 0.927  

一酸化二窒素 走行距離（㎞） 排出係数(kg-N2O/㎞) 地球温暖化係数 CO2換算排出量 

普通・小型自動車 85,577 0.000029 298 739.556  

軽自動車 32,090 0.000022 298 210.382  

小型貨物車 9,046 0.000026 298 70.088  

軽貨物車 450,444 0.000022 298 2,953.111  

特殊用途車 1,059 0.000035 298 11.045  

HFCs 使用台数（台） 排出係数(kg-HFC/台) 地球温暖化係数 CO2換算排出量 

 138 0.015 1,430 2,960.1  

ガソリン自動車の使用による温室効果ガス排出量  合計 138,106.63 

※端数処理のため、合計が一致しないことがあります。 
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グリーン購入の手順 
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